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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の溶解圧力下で液体に、大気圧での飽和溶解量未満のガス量の二酸化炭素ガスを溶
解させる第１の溶解部と、
　所定の溶解圧力下で前記液体に、大気圧での飽和溶解量以上のガス量の気泡生成ガスを
溶解させる第２の溶解部と、
　前記第１の溶解部、前記第２の溶解部の下流側に設けられ、前記二酸化炭素ガスと前記
気泡生成ガスが溶解している前記液体の圧力開放により、前記液体に複数の微小気泡を発
生させる気泡発生部と、
を有することを特徴とする処理液生成装置。
【請求項２】
　所定の溶解圧力下で液体に、大気圧での飽和溶解量未満のガス量の二酸化炭素ガスを溶
解させる工程と、
　所定の溶解圧力下で前記液体に、大気圧での飽和溶解量以上のガス量の気泡生成ガスを
溶解させる工程と、
　前記二酸化炭素ガスと前記気泡生成ガスが溶解している前記液体の圧力開放により、前
記液体に複数の微小気泡を発生させる工程と、
を有することを特徴とする処理液生成方法。
【請求項３】
　所定の溶解圧力下で液体に、大気圧での飽和溶解量未満のガス量の二酸化炭素ガスを溶
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解させる第１の溶解部と、
　所定の溶解圧力下で前記液体に、大気圧での飽和溶解量以上のガス量の気泡生成ガスを
溶解させる第２の溶解部と、
　前記第１の溶解部、前記第２の溶解部の下流側に設けられ、前記二酸化炭素ガスと前記
気泡生成ガスが溶解している前記液体の圧力開放により、前記液体に複数の微小気泡を発
生させる気泡発生部と、
　前記二酸化炭素ガスが溶解して前記複数の微小気泡を含む液体により基板を処理する処
理部と、
を有することを特徴とする基板処理装置。
【請求項４】
　所定の溶解圧力下で液体に、大気圧での飽和溶解量未満のガス量の二酸化炭素ガスを溶
解させる工程と、
　所定の溶解圧力下で前記液体に、大気圧での飽和溶解量以上のガス量の気泡生成ガスを
溶解させる工程と、
　前記二酸化炭素ガスと前記気泡生成ガスが溶解している前記液体の圧力開放により、前
記液体に複数の微小気泡を発生させる工程と、
　前記二酸化炭素ガスが溶解して前記複数の微小気泡を含む液体により基板を処理する工
程と、
を有することを特徴とする基板処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、処理液生成装置、処理液生成方法、基板処理装置及び基板処理方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　基板処理装置は、例えば、基板に処理液を供給し、その基板に対して洗浄処理、除去処
理又は加工処理などの処理を行う装置である。この基板処理装置では、処理性能向上のた
め、マイクロバブルやマイクロナノバブル、ナノバブルなどの微小気泡を含む液体を処理
液として用いることがある（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　前述の基板処理装置としては、例えば半導体装置や液晶表示装置などの製造工程におい
て、半導体ウェーハやガラス基板などの基板表面に洗浄液を供給し、基板を洗浄する洗浄
装置がある。また、除去液の供給により基板表面からレジスト膜を除去する除去装置、さ
らに、ダイシングブレードやドリルなどの切削具により基板を切削して加工する加工装置
がある。この加工装置は、潤滑、冷却及び洗浄のため、切削具による基板の切削箇所に切
削液を供給する。
【０００４】
　このような基板処理装置により処理される基板の中には、例えば半導体ウェーハなど、
静電破壊の要因となる帯電を嫌う基板が多数存在している。この帯電防止のため、二酸化
炭素ガスが溶解した液体を処理液として用いることがある。この液体の比抵抗は二酸化炭
素ガスの溶解により下がっているため、基板の帯電を抑止することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－９３８７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、前述の二酸化炭素ガスが多量に溶解した液体内に、気泡生成ガスを用い
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て多数の微小気泡を発生させようとすると、気泡生成ガスによる多数の微小気泡に加え、
二酸化炭素ガスによる気泡が発生してしまうことがある。通常、二酸化炭素ガスの溶解に
より液体はイオン化するが、二酸化炭素ガスを多量に含ませて気泡が発生すると、液体が
イオン化しにくくなる。このため、微小気泡の周りに集まるイオンが減少し、発生時の微
小気泡サイズを維持することが不可能となり、微小気泡は時間経過に伴って大きくなって
しまう。これは、前述の各種の処理性能が不十分となる要因の一つとなっている。
【０００７】
　本発明が解決しようとする課題は、帯電防止を実現しつつ処理性能を向上させることが
できる処理液生成装置、処理液生成方法、基板処理装置及び基板処理方法を提供すること
である。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　実施形態に係る処理液生成装置は、
　所定の溶解圧力下で液体に、大気圧での飽和溶解量未満のガス量の二酸化炭素ガスを溶
解させる第１の溶解部と、
　所定の溶解圧力下で前記液体に、大気圧での飽和溶解量以上のガス量の気泡生成ガスを
溶解させる第２の溶解部と、
　前記第１の溶解部、前記第２の溶解部の下流側に設けられ、前記二酸化炭素ガスと前記
気泡生成ガスが溶解している前記液体の圧力開放により、前記液体に複数の微小気泡を発
生させる気泡発生部と、
を有することを特徴とする。
【０００９】
　実施形態に係る処理液生成方法は、
　所定の溶解圧力下で液体に、大気圧での飽和溶解量未満のガス量の二酸化炭素ガスを溶
解させる工程と、
　所定の溶解圧力下で前記液体に、大気圧での飽和溶解量以上のガス量の気泡生成ガスを
溶解させる工程と、
　前記二酸化炭素ガスと前記気泡生成ガスが溶解している前記液体の圧力開放により、前
記液体に複数の微小気泡を発生させる工程と、
を有することを特徴とする。
【００１０】
　実施形態に係る基板処理装置は、
　所定の溶解圧力下で液体に、大気圧での飽和溶解量未満のガス量の二酸化炭素ガスを溶
解させる第１の溶解部と、
　所定の溶解圧力下で前記液体に、大気圧での飽和溶解量以上のガス量の気泡生成ガスを
溶解させる第２の溶解部と、
　前記第１の溶解部、前記第２の溶解部の下流側に設けられ、前記二酸化炭素ガスと前記
気泡生成ガスが溶解している前記液体の圧力開放により、前記液体に複数の微小気泡を発
生させる気泡発生部と、
　前記二酸化炭素ガスが溶解して前記複数の微小気泡を含む液体により基板を処理する処
理部と、
を有することを特徴とする。
【００１１】
　実施形態に係る基板処理方法は、
　所定の溶解圧力下で液体に、大気圧での飽和溶解量未満のガス量の二酸化炭素ガスを溶
解させる工程と、
　所定の溶解圧力下で前記液体に、大気圧での飽和溶解量以上のガス量の気泡生成ガスを
溶解させる工程と、
　前記二酸化炭素ガスと前記気泡生成ガスが溶解している前記液体の圧力開放により、前
記液体に複数の微小気泡を発生させる工程と、
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　前記二酸化炭素ガスが溶解して前記複数の微小気泡を含む液体により基板を処理する工
程と、
を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、帯電防止を実現しつつ処理性能を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】第１の実施形態に係る基板処理装置の概略構成を示す図である。
【図２】第２の実施形態に係る基板処理装置の概略構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　（第１の実施形態）
　第１の実施形態について図１を参照して説明する。なお、第１の実施形態に係る基板処
理装置は、処理液を生成する処理液生成装置を適用した適用例である。
【００１５】
　図１に示すように、第１の実施形態に係る基板処理装置１は、脱気済みの液体が流れる
配管２と、その配管２を流れる脱気済みの液体に二酸化炭素を溶解させる溶解部３Ａと、
送液用のポンプ４と、二酸化炭素を含む液体中に複数の微小気泡を発生させる気泡発生部
５Ａと、それらの微小気泡を含む液体を用いて基板を処理する処理部６とを備えている。
【００１６】
　配管２は各部をつなぐ液体流路を構成しており、この配管２の一端に脱気済みの液体が
供給される。詳述すると、配管２の一端は、液体を収容するタンクに脱気装置（いずれも
図示せず）を介して接続されており、その脱気装置により脱気された液体が配管２の一端
に供給されてその配管２内を流れていく。また、配管２の他端は処理部６に接続されてお
り、その配管２の途中には溶解部３Ａ、ポンプ４及び気泡発生部５Ａがその順番で設けら
れている。
【００１７】
　前述の配管２としては、例えば、パイプやチューブなどを用いることが可能である。ま
た、液体としては、例えば、水（好ましくは純水）やアンモニア水などを用いることが可
能である。
【００１８】
　溶解部３Ａは、二酸化炭素ガス（二酸化炭素の気体）を供給する気体供給部３ａと、そ
の二酸化炭素ガスを液体（溶存気体が取り除かれた脱気済みの液体）に溶解させる溶解膜
３ｂとを備えている。
【００１９】
　気体供給部３ａは、開閉弁や圧力レギュレータなどを有しており、所定の圧力及び流量
で二酸化炭素ガスを溶解膜３ｂに供給可能に形成されている。なお、所定の圧力や流量は
、大気圧での飽和溶解量未満のガス量で二酸化炭素ガスが溶解膜３ｂにより液体に溶解す
るようにあらかじめ設定されている。
【００２０】
　溶解膜３ｂは、配管２の途中に設けられており、その内部を通過する脱気済みの液体に
、気体供給部３ａから供給された二酸化炭素ガスを溶解させる部材である。この溶解膜３
ｂとしては、例えば、中空糸からなる溶解膜などを用いることが可能であるが、液体に気
体を溶解させることが可能な構造であれば良く、その構造は特に限定されるものではない
。さらに、液体に気体を溶解させることができれば、膜溶解方式でなくても良く、加圧タ
ンクなどの方式を用いても良い。
【００２１】
　ポンプ４は、液体が流れる流れ方向において溶解部３Ａの溶解膜３ｂより下流側に位置
付けられて配管２の途中に設けられており、配管２に液体を流すための駆動源である。こ
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のポンプ４は、液体を自身の位置まで吸い込み、その液体を自身の位置から加圧して処理
部６に供給する。したがって、配管２の液体流路においてポンプ４より下流側は加圧ライ
ンとなる。ポンプ４としては、例えば、エア駆動ポンプや電動ポンプなどを用いることが
可能である。
【００２２】
　ここで、配管２においてポンプ４より下流側は加圧ラインとなるため、ポンプ４より上
流側に溶解部３Ａの溶解膜３ｂが設けられているが、これに限るものではなく、溶解部３
Ａとポンプ４の順番を逆にしても良い。
【００２３】
　気泡発生部５Ａは、窒素ガス、酸素ガスあるいはオゾンガスなどの気泡生成ガス（プロ
セスガスと呼ばれることもある）を供給する気体供給部５ａと、その気泡生成ガスを用い
て液体中に多数の微小気泡を発生させる気泡発生部材５ｂとを備えている。
【００２４】
　気体供給部５ａは、開閉弁や圧力レギュレータなどを有しており、所定の圧力及び流量
で気泡生成ガスを気泡発生部材５ｂに供給可能に形成されている。なお、所定の圧力や流
量は、所望量の微小気泡が気泡発生部材５ｂにより液体中に発生するようにあらかじめ設
定されている。
【００２５】
　前述の気泡生成ガスとしては、例えば、窒素（Ｎ２）などの不活性ガス、それ以外にも
酸素（Ｏ２）やオゾン（Ｏ３）などの酸化性ガスを用いることが可能である。なお、窒素
ガスを用いた場合には特に、処理対象物へのパーティクルの再付着を防止することができ
る。また、酸素ガスやオゾンガスを用いた場合には、処理対象物から有機物を除去するこ
とができる。
【００２６】
　ここで、例えば、水に対する窒素ガスの溶解度は０．０１４７０（気ｍＬ／水１ｍＬ）
であり、水に対する二酸化炭素ガスの溶解度は１．０５３５０（気ｍＬ／水１ｍＬ）であ
る。なお、このときの溶解度は、水温が２５度の場合の溶解度である。このように二酸化
炭素ガスの溶解度の方が窒素ガスの溶解度よりかなり大きく（桁違いに大きく）、二酸化
炭素ガスの方が窒素ガスより水に溶解しやすい。一方、窒素ガスは液体に溶解せずに微小
気泡になりやすい。
【００２７】
　気泡発生部材５ｂは、液体が流れる流れ方向においてポンプ４より下流側に位置付けら
れて配管２の途中に設けられており、その内部を通過する液体中に多数の微小気泡を発生
させる部材である。この気泡発生部材５ｂとしては、例えば、シラス多孔質ガラス（ＳＰ
Ｇ）などの微細多孔質膜あるいはベンチュリ管などを用いることが可能であるが、液体中
に微小気泡を発生させることが可能な構造であれば良く、その構造は特に限定されるもの
ではない。
【００２８】
　ここで、微小気泡は、マイクロバブル（ＭＢ）やマイクロナノバブル（ＭＮＢ）、ナノ
バブル（ＮＢ）などの概念を含む気泡である。例えば、マイクロバブルは１０μｍ～数十
μｍの直径を有する気泡であり、マイクロナノバブルは数百ｎｍ～１０μｍの直径を有す
る気泡であり、ナノバブルは数百ｎｍ以下の直径を有する気泡である。
【００２９】
　処理部６は、大気圧での飽和溶解量未満のガス量の二酸化炭素ガスが溶解して多数の微
小気泡を含む液体を用いて基板Ｗを洗浄する洗浄装置である。この処理部６は、基板Ｗを
回転させる回転機構６ａと、その回転する基板Ｗ上に液体を供給するノズル６ｂとを備え
ている。このノズル６ｂは配管２の一端部であり、そのノズル６ｂから前述の液体が処理
液として吐出されることになる。
【００３０】
　この処理部６は、ノズル６ｂから回転する基板Ｗの表面に、大気圧での飽和溶解量未満
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の二酸化炭素ガスが溶解して多数の微小気泡を含む液体を処理液として供給し、その基板
Ｗを洗浄する。このとき、基板Ｗ上から処理部６の底面に流れた処理液は、その底面に接
続された排液管（図示せず）を介して排液される。
【００３１】
　なお、前述の処理部６としては、基板Ｗを洗浄する洗浄処理を行う洗浄装置を用いてい
るが、これに限るものではなく、例えば、基板Ｗの表面からレジスト膜を除去する除去処
理を行うレジスト除去装置、あるいは、ダイシングブレードやドリルなどの切削具により
基板に対して加工処理を行う基板加工装置などを用いることも可能である。
【００３２】
　次に、前述の基板処理装置１が行う基板処理動作（処理液生成を含む基板処理方法）に
ついて説明する。
【００３３】
　まず、ポンプ４が駆動すると、脱気済みの液体が配管２を流れて溶解部３Ａに流入する
。溶解部３Ａは、気体供給部３ａから溶解膜３ｂに二酸化炭素ガスを供給し、その供給し
た二酸化炭素ガスを溶解膜３ｂにより脱気済みの液体に溶解させる。このとき、溶解部３
Ａは、溶解時の圧力（溶解圧力）での飽和溶解量（飽和濃度）のガス量となるように二酸
化炭素ガスを溶解させ、二酸化炭素ガスで液体を大気圧での飽和溶解量未満の二酸化炭素
ガスが溶解した状態にする。
【００３４】
　次いで、大気圧での飽和溶解量未満の二酸化炭素が溶解した液体が配管２を流れてポン
プ４を通過し、気泡発生部５Ａに流入する。気泡発生部５Ａは、気体供給部５ａから気泡
発生部材５ｂに気泡生成ガスを供給し、その供給した気泡生成ガスを用いて気泡発生部材
５ｂにより、前述の大気圧での飽和溶解量未満の二酸化炭素が溶解した液体に多数の微小
気泡を発生させる。
【００３５】
　その後、大気圧での飽和溶解量未満の二酸化炭素が溶解して多数の微小気泡を含む液体
が配管２を流れて処理部６に流入する。処理部６は、回転機構６ａにより処理対象の基板
Ｗを平面内で回転させ、その基板Ｗの表面上にノズル６ｂから前述の液体を処理液として
供給し、基板Ｗを洗浄する。
【００３６】
　このような基板処理動作では、処理液として用いる液体に二酸化炭素ガスが溶解し、こ
の液体の比抵抗が下がっているため、基板Ｗの帯電を抑止することができる。さらに、処
理液として用いる液体に多数の窒素ガスの微小気泡が含まれている場合には、基板Ｗに対
する洗浄能力を向上させることができる。したがって、気泡生成ガスにより多数の微小気
泡を確実にさらに容易に生成することができる。
【００３７】
　また、二酸化炭素ガスの溶解により液体がイオン化しており、イオンは微小気泡の周り
に集まる特性を有しているため、微小気泡は多数のイオンにより覆われる。この多数のイ
オンが微小気泡を覆う殻のように機能するため、微小気泡の形状が安定することになる。
その結果、発生時の微小気泡の大きさ（粒径）を維持することができる。
【００３８】
　ところが、このとき、二酸化炭素ガス溶解量が多くなり、二酸化炭素ガスが気泡となる
と、その気泡を含む液体はイオン化しにくくなるため、イオンが減少してしまう。そこで
、液体に対する二酸化炭素ガスの溶解量が維持され、二酸化炭素ガスが気泡となることが
防止されている。この二酸化炭素ガスの気泡発生の防止により、微小気泡の周りに集まる
イオンの減少を抑えることが可能となり、微小気泡の形状がより安定するため、発生時の
微小気泡の大きさを確実に維持することができる。
【００３９】
　このように発生時の微小気泡サイズを確実に維持することが可能となるため、例えば、
超微細デバイスと呼ばれるような基板Ｗを洗浄する洗浄処理では、微小気泡がより細かい
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箇所に入ることが可能となり、その結果、洗浄能力を向上させることができる。また、加
工処理でも、同様に、微小気泡がより細かい箇所に入ることが可能となり、潤滑、冷却及
び洗浄などの効果が上がるため、結果として加工能力を向上させることができる。
【００４０】
　以上説明したように、第１の実施形態によれば、液体に二酸化炭素ガスを溶解させ、さ
らに、液体に対する二酸化炭素ガスの溶解量を維持しつつ気泡生成ガスを用いて液体中に
複数の微小気泡を発生させることから、液体中に二酸化炭素ガスによる気泡を発生させず
に複数の微小気泡を発生させることが可能となる。このとき、二酸化炭素ガスの気泡発生
によるイオン減少が防止され、微小気泡の周りに集まるイオンにより微小気泡の形状が確
実に安定するため、発生時の微小気泡の大きさを維持することができる。したがって、発
生時の大きさを維持した複数の微小気泡を含み二酸化炭素ガスが溶解した液体を処理液と
して用いることが可能となるため、帯電防止を実現しつつ処理性能を向上させることがで
きる。
【００４１】
　また、液体に大気圧での飽和溶解量未満のガス量の二酸化炭素ガスを溶解させ、その液
体に気泡生成ガスを供給して多数の微小気泡を発生させることから、気泡生成ガス供給前
に液体は二酸化炭素ガスにより大気圧での飽和溶解量未満の二酸化炭素ガスが溶解した状
態となり、気泡生成ガスは多数の微小気泡となる。したがって、気泡生成ガスにより多数
の微小気泡を確実にさらに容易に発生させることができる。
【００４２】
　また、溶解部３Ａ及び気泡発生部５Ａは、液体が流れる流れ方向において溶解部３Ａが
気泡発生部５Ａより上流側に位置付けられ、配管２にそれぞれ設けられている。これによ
り、気泡生成ガス供給前に二酸化炭素ガスが液体に供給されて溶解することになる。この
ため、液体の流れ方向において溶解部３Ａが気泡発生部５Ａより下流側に位置付けられた
場合に比べ、気泡生成ガスが存在せず二酸化炭素ガスが液体に溶解しやすくなるため、二
酸化炭素ガスの溶解量をより多くすることができる。
【００４３】
　一方、液体の流れ方向において溶解部３Ａが気泡発生部５Ａより下流側に位置付けられ
た場合には、二酸化炭素ガス供給前に気泡生成ガスが液体に供給されて溶解することにな
る。このため、液体の流れ方向において溶解部３Ａが気泡発生部５Ａより上流側に位置付
けられた場合に比べ、二酸化炭素ガスが存在せず気泡生成ガスが液体に溶解しやすくなる
ため、微小気泡の発生量をより多くすることができる。
【００４４】
　ここで、前述のように溶解部３Ａが気泡発生部５Ａより下流側に位置付けられた場合に
は、多数の微小気泡を含む液体が溶解部３Ａに流入することになるため、気泡発生部５Ａ
と溶解部３Ａとの離間距離（配管２に沿った離間距離、すなわちそれらの間の配管長さ）
が、微小気泡のサイズを維持することが可能な距離に設定されていることが好ましい。
【００４５】
　また、液体として水を用いて、気泡生成ガスとして窒素ガスを用いた場合には、水に対
する二酸化炭素ガスの溶解度の方が窒素ガスの溶解度よりかなり大きく、二酸化炭素ガス
の方が窒素ガスより水に溶解しやすいため、二酸化炭素ガスで水を容易に大気圧での飽和
溶解量未満の二酸化炭素ガスが溶解した状態にすることができ、さらに、窒素ガスの方が
二酸化炭素ガスより微小気泡になりやすいため、水中に窒素ガスによる多数の微小気泡を
確実にさらに容易に発生させることができる。
【００４６】
　（第２の実施形態）
　本発明の第２の実施形態について図２を参照して説明する。
【００４７】
　本発明の第２の実施形態は基本的に第１の実施形態と同様である。第２の実施形態では
、第１の実施形態との相違点について説明し、第１の実施形態で説明した部分と同一部分
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は同一符号で示し、その説明も省略する。
【００４８】
　図２に示すように、第２の実施形態に係る基板処理装置１では、溶解部３Ｂが、第１の
実施形態に係る気体供給部３ａ及び溶解膜３ｂに加え、窒素ガス、酸素ガスあるいはオゾ
ンガスなどの気泡生成ガス（プロセスガスと呼ばれることもある）を供給する気体供給部
３ｃを備えている。
【００４９】
　気体供給部３ｃは、開閉弁や圧力レギュレータなどを有しており、所定の圧力及び流量
で気泡生成ガスを溶解膜３ｂに供給可能に形成されている。この気体供給部３ｃは、気体
供給部３ａにより供給される二酸化炭素ガスと共に気泡生成ガスを溶解膜３ｂに供給する
。なお、所定の圧力や流量は、所望量の微小気泡が溶解膜３ｂにより液体中に発生するよ
うにあらかじめ設定されている。
【００５０】
　前述の気泡生成ガスとしては、第１の実施形態と同様、例えば、窒素（Ｎ２）などの不
活性ガス、それ以外にも酸素（Ｏ２）やオゾン（Ｏ３）などの酸化性ガスを用いることが
可能である。なお、窒素ガスを用いた場合には、処理対象物へのパーティクルの再付着を
防止することができ、酸素ガスやオゾンガスを用いた場合には、処理対象物から有機物を
除去することができる。
【００５１】
　この溶解部３Ｂは、気体供給部３ａから供給された二酸化炭素ガス及び気体供給部３ｃ
から供給された気泡生成ガスを溶解膜３ｂにより液体に溶解させる。このとき、溶解部３
Ｂは、所定の圧力（溶解圧力）で溶解を行うが、大気圧での飽和溶解量（飽和濃度）未満
のガス量となるように二酸化炭素ガスを溶解させると共に、大気圧での飽和溶解量以上の
ガス量となるように気泡生成ガスを溶解させる。
【００５２】
　ただし、前述の気泡生成ガスが液体に溶解するとき、その気泡生成ガスが液体中で気泡
となることが問題となる場合には、気泡生成ガスのガス量を大気圧での飽和溶解量以上で
あって溶解圧力での飽和溶解量未満にすることが好ましい。なお、溶解時に気泡生成ガス
が多少気泡となって残留しても問題がないこともあり、また、その気泡を取り除く構造や
装置などを採用することも可能である。したがって、気泡生成ガスが溶解時に気泡になる
ことが必ずしも問題となるわけではない。
【００５３】
　気泡発生部５Ｂは、第１の実施形態に係る気泡発生部５Ａに替えて、処理部６内に位置
する配管２の一端部に設けられており、液体を大気開放してその液体中に複数の微小気泡
を発生させる気泡発生部材である。この気泡発生部５Ｂとしては、例えば、微小な貫通孔
を有するオリフィス部材やベンチュリ管などを用いることが可能である。
【００５４】
　次に、前述の基板処理装置１が行う基板処理動作（処理液生成を含む基板処理方法）に
ついて説明する。
【００５５】
　まず、ポンプ４が駆動すると、脱気済みの液体が配管２を流れて溶解部３Ｂに流入する
。溶解部３Ｂは、気体供給部３ａ及び気体供給部３ｃから溶解膜３ｂに二酸化炭素ガス及
び気泡生成ガスを供給し、その供給した二酸化炭素ガス及び気泡生成ガスを溶解膜３ｂに
より脱気済みの液体に溶解させる。このとき、大気圧での飽和溶解量未満のガス量となる
ように二酸化炭素ガスを溶解させると共に、大気圧での飽和溶解量以上のガス量となるよ
うに気泡生成ガスを溶解させる。
【００５６】
　次いで、二酸化炭素及び気泡生成ガスが溶解した液体が配管２を流れてポンプ４を通過
し、処理部６内の気泡発生部５Ｂに流入する。気泡発生部５Ｂは、二酸化炭素ガス及び気
泡生成ガスが溶解した液体を吐出して大気開放し、二酸化炭素ガスが溶解した液体中に多
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数の微小気泡を発生させる。このとき、気泡生成ガスは大気圧での飽和溶解量以上のガス
量で液体に溶解しているため、多数の微小気泡となるが、二酸化炭素ガスは大気圧での飽
和溶解量未満のガス量で液体に溶解しているため、気泡となることはない。
【００５７】
　その後、処理部６では、二酸化炭素ガスが溶解して多数の微小気泡を含む液体が処理対
象の基板Ｗの表面に供給される。この処理部６は、回転機構６ａにより処理対象の基板Ｗ
を平面内で回転させ、その基板Ｗの表面上に気泡発生部５Ｂから前述の液体を処理液とし
て供給し、基板Ｗを洗浄する。
【００５８】
　このような基板処理動作では、第１の実施形態と同様の効果を得ることができる。特に
、溶解時の圧力（溶解圧力）に比例して二酸化炭素ガスの溶解量は大きくなるが、大気圧
に開放した際に二酸化炭素ガスが気泡化しないよう、すなわち二酸化炭素ガスの溶解量が
大気圧での飽和溶解量未満のガス量となるように二酸化炭素ガスを溶解させる。このため
、二酸化炭素ガスの気泡化を防止することができる。したがって、二酸化炭素の気泡発生
の防止により、微小気泡の周りに集まるイオンの減少を抑えることが可能となり、微小気
泡の形状が安定するため、発生時の微小気泡の大きさを確実に維持することができる。
【００５９】
　以上説明したように、第２の実施形態によれば、第１の実施形態と同様の効果を得るこ
とができる。特に、大気圧での飽和溶解量未満のガス量の二酸化炭素ガスを液体に溶解さ
せると共に、大気圧での飽和溶解量以上のガス量の気泡生成ガスを溶解させ、それらの二
酸化炭素ガス及び気泡生成ガスが溶解した液体を大気圧に開放することから、液体中に二
酸化炭素ガスによる気泡を発生させずに複数の微小気泡を生成することが可能となる。こ
れにより、二酸化炭素ガスの気泡発生によるイオン減少が防止され、微小気泡の周りに集
まるイオンにより微小気泡の形状が確実に安定するため、発生時の微小気泡の大きさを維
持することができる。したがって、発生時の大きさを維持した複数の微小気泡を含み二酸
化炭素ガスが溶解した液体を処理液として用いることが可能となるため、帯電防止を実現
しつつ処理性能を向上させることができる。
【００６０】
　また、液体として水を用いて、気泡生成ガスとして窒素ガスを用いた場合には、水に対
する二酸化炭素ガスの溶解度の方が窒素ガスの溶解度よりかなり大きく、二酸化炭素ガス
の方が窒素ガスより水に溶解しやすいため、二酸化炭素ガス及び窒素ガスを一緒に水に溶
解させる場合でも、窒素ガスよりも多くの二酸化炭素ガスを水に溶解させることができる
。なお、二酸化炭素ガスを溶解させすぎると、処理液が酸性となり、洗浄に適さなくなっ
てしまうが、二酸化炭素ガスを溶解させる量を制御しているので、処理液の酸性化を抑え
、処理液が洗浄に適さなくなることを防止することもできる。
【００６１】
　以上、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示
したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は
、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、
種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の
範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含
まれる。
【符号の説明】
【００６２】
　１　　基板処理装置
　２　　配管
　３Ａ　溶解部
　３Ｂ　溶解部
　５Ａ　気泡発生部
　５Ｂ　気泡発生部
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　６　　処理部

【図１】 【図２】
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